山　林　使　用　協　定　書
　森林所有者　　名前　　　（以下、「甲」という。）と　　名前　　　（以下、「乙」という。）は、甲が所有する森林を使用するにあたり、下記のとおり必要な事項について、森林の使用に関する協定（以下、「協定」という。）を締結する。

　なお、この協定締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

　（使用の目的）

第1条 　乙は、甲が所有する森林（以下、「森林」という。）において、植栽・保育・間伐などの森林整備を行い、森づくり活動を行うことを目的とする。
　（使用する森林の所在地）

第2条 　乙が使用する森林は、　　　（植栽地の住所）　　　番地とする。

（使用する期間）

第3条 　乙が森林を使用する期間は、令和　年　月　日より令和　年　月　日までとする。

　（森林資源の利用）

第4条 　甲が指定するものを除いて、森林の整備に必要のないと認められる植物等は、乙が自由に採取できるものとする。

（事故への対応）

第5条 　森林内での作業に伴う乙の事故に対して、甲は責任を負わないものとする。

（森林の使用料）
第6条 　森林の使用料は無料とする。

（報酬及び権利の主張）

第7条 　乙は、この協定に基づいて行った全ての行為や成果に対し、甲に報酬を求めない。また、乙は、森林内の土地及び立木並びにその他の植物等について、前第４条以外の権利を甲に主張しない。

（使用者の責任）

第8条 　森林内の立木等が自然災害や病害虫の発生等により被害を受けた場合、乙は、責任を負わない。

（協定の解除及び更新並びに変更）

第9条 　この協定は、前第３条に基づく使用期間の終了をもって解除される。

また、協定の更新及び使用期間中に解除しようとする場合は、３０日前までに相手方に申し入れ、甲乙協議の上、協定の解除及び更新並びに変更をすることができるものとする。
（補足）

第１０条　この協定に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議の上定めることができるものとする。

令和　　　年　　月　　日

甲　森林所有者　　　住所
　　　　　　　　　　名前　　　　　　　　　　　　印鑑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乙　森林使用者　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名前　　　　　　　　　　　　印鑑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
